
市政記者各位 

簡単！便利！なコンビニ交付サービスが 
全ての区役所で利用できるようになります！ 

本市では、コンビニ交付サービスの普及促進及び窓口の混雑緩和のため、区役所にコンビニ交付サ
ービスを利用できるマルチコピー機を設置しております。一部の区役所等には既に設置済みですが、こ
のたび、新たに南・城南・早良・西区役所にもマルチコピー機を設置します。これにより、全ての区役所
で、コンビニ交付サービスが利用できるようになります。 

「コンビニ交付」が初めての方、操作に不安がある方も、まずは区役所のマルチコピー機を使って、
安心してサービスを体験していただけます。なお、期間限定で、コンビニ交付サービスにより取得する証
明書手数料を一律10円に減額（令和５年度末まで）しております。 

この機会にぜひ、区役所でコンビニ交付サービスの簡単！便利！を体験いただけますよう、市民の
皆様への周知について、ご協力くださいますようお願いいたします。 

○マルチコピー機の導入予定

・早良区役所 …  令和５年８月１日(火)
・南区役所
・城南区役所
・西区役所   …  令和５年９月頃(予定)

（導入済み） 
東・博多・中央区役所 
千早証明サービスコーナー(なみきスクエア内) 

○利用方法等
コンビニ店舗に設置されているマルチコピー機と同様の操作でコンビニ交付サービスをご利用いただ

けます。コンビニ交付サービスの詳細は、次の本市ホームページをご覧ください。 
＜コンビニ交付サービス＞ 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/life/convinikoufu.html 

令和５年７月31日 
市民局総務部戸籍住民課 

【問い合わせ先】 
市民局総務部戸籍住民課  担当：栗秋 
℡：092-711-4073（内線1716） 

＜コンビニ交付サービスとは…＞ 

マイナンバーカードを利用して市が発行する証明書（住民票の写し、印鑑登録証明書等）が

全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できるサービスです。身近にある 

コンビニ等で、待ち時間なく、いつでも簡単に利用できるため、年々利用者が増えています。

令和５年８月22日(火)

※日程が決まり次第、市HP等でお知らせします。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/life/convinikoufu.html

